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第５章　電子マニフェスト管理（ＰＣ）
当システムトはＰＣと携帯、スマート
フォンに対応しています。
本章ではＰＣでの電子マニフェストの運
用方法について説明します。
収集運搬業者については、当システムは
ＪＷＮＥＴとＥＤＩ連携しています。よっ
て、事前にＪＷＮＥＴ-ＥＤＩ連携の登録の
必要があります。
新規の場合(未登録の場合)は、貴社から清
水建設に申込みをいただいてから登録手続
きに約１ｹ月要します。
携帯電話とスマートフォンには別途「携
帯ガイダンス」をご参照下さい。
なお、タブレット・ⅰPadは、PC扱いな
ので、携帯電話の機能はありません。
包括契約の注意事項については、別途
『包括契約ガイダンス』を参照願います。
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１．電子マニフェスト運用のフロー
左図は電子マニフェストの標準的な運用
を示したものです。
貴社が当システムでマニフェスト情報を
入力すると、清水建設の作業所で内容を確
認して承認します。
そのデータがＪＷＮＥＴに登録され電子
マニフェストが発行されたことになりま
す。
貴社が収集運搬業者の場合は当システム
で運搬終了報告を行ってください。
処分終了報告はＪＷＮＥＴの画面で直接
実施してください。
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２．電子マニフェエストの予約
ここでは、あらかじめ分かる項目を入力
しておく予約について説明します。
予約の段階で確定していない情報は、入
力しなくても結構です。
メニュー<マニフェスト管理>の、〈予約
一覧〉をクリックします。
検索条件を各種設定して｢検索｣ボタンを
クリックします。
貴社が予約したマニフェストの一覧が表
示されます。(画面例では１件です)
新たに予約する場合は、｢予約追加｣をク
リックします。予約マニフェスト情報の詳
細情報入力画面に移ります。
過去データの予約もできます。必要に応
じて使用してください。
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　該当する作業所を検索し、設定します。
諸口子工事の場合は、口座枝番号まで入力
してください。
　必要事項 ( 橙色の部分 )、その他の項目を
入力したら、「登録」ボタンをクリックして
下さい。
　車両番号、ドライバー情報はリスト ( 貴社
が業者情報で登録 ) から選択可能です。リス
トに無い場合は手入力に V チェックして、
手入力してください。
　「工事種別」が新築建築の場合は、「原単
位対象」はＶチェックがついています。
「合積み」は包括契約を対象としたもので個
別契約では関係ありません。予約の段階で
合積であるかわからない場合は、Ｖチェック
は付けないでください。( 間違い防止のた
め )。同様に「運搬形態」も包括契約を対象
としたものです。
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３．一括予約
　複数のマニフェスト予約を最大９９件一
括予約登録することができます。
「一括登録」のボックスに件数を入れて
登録してください。
初期表示は「１」です。
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４．予約一覧からマニフェスト登録

貴社がマニフェスト予約をしたデータの
一覧は、検索条件を設定して「検索」ボタ
ンをクリックすると左図のように表示され
ます。
「識別番号」をクリックするとマニフェ
スト詳細情報入力画面に移ります。
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　予約で入力していなかった項目 ( 例えば車
両番号、ドライバー氏名等 ) を入力して「登
録」ボタンをクリックしてください。
　清水建設に対して、マニフェスト承認が
依頼されます。
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５．マニフェスト作成
電子マニフェスト情報を予約しないで、
登録する方法を説明します。
メニュー<マニフェスト一覧>で「検索」
ボタンをクリックし、「マニフェスト追
加」ボタンをクリックします。①②③
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　予約と同様に必要事項を入力して<登録>
ボタンをクリックしてください。諸口子工
事の場合は、口座枝番号まで入力してくだ
さい。

　清水建設に対して、マニフェスト承認が
依頼されます。(依頼は清水建設の作業所担
当者にメール送信)

　複数のマニフェストを最大９９件連続し
て登録することが出来ます。
　発行枚数に３枚と入力して２枚まで登録
を完了して「戻る」ボタンをクリックする
と、２枚の電子マニフェスト情報が登録さ
れたことになります。
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６．清水建設のマニフェスト承認
　貴社が登録したマニフェスト情報は清水
建設の作業所担当者が承認します。
　清水建設側の作業所メニューの<マニフェ
スト承認>画面では、各作業所ごとに承認す
べき電子マニフェストのリストが表示され
ており、作業所では承認するマニフェスト
にVチェックをつけ「承認画面へ」ボタンを
クリックします。
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清水建設担当者は作業所メニューのマニ
フェスト情報の詳細画面で「引渡し担当
者」を選択して、「承認」ボタンをクリッ
クします。
これで、正式にＪＷＮＥＴに対して電子
マニフェスト情報が登録されたことになり
ます。

※清水建設の承認期限は「排出日」から３
　日後までです。
　承認期限までに清水建設が承認しない
場合、再度、承認依頼メールが発信され
ます。
　同時に貴社からも、該当する清水建設
作業所担当者に対して、催促の連絡等を
行ってください。
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７．運搬終了報告
　運搬業者は当システムで「運搬終了報
告」をすることができます。
　メニュー<運搬終了報告>画面で検索条件
の<状態>を「未報告」にして、報告したい
「排出日」を設定して「検索」ボタンをク
リックしてください。①②
「排出日」の初期表示は当日です。
　貴社が情報入力し、清水建設が承認し
て、運搬終了報告が未報告のマニフェスト
の一覧が表示されます(選択した排出日を対
象として)。
　運搬終了報告するマニフェストを選択し
てVチェックをつけ、「報告画面へ」ボタン
をクリックします。③
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　「運搬終了日」を選択 ( 入力 ) して、「報告」
ボタンをクリックしてください。①②
　ＪＷＮＥＴに報告するか再度案内されま
すので、確認の上、よければ「ＯＫ」ボタ
ンをクリックしてください。これで正式に
ＪＷＮＥＴに運搬終了報告されたことにな
ります。
　「戻る」ボタンをクリックすると一覧画面
に戻ります。
　「一括報告機能」を利用すると、一覧画面
に戻らずに続けて報告することができます。
一括報告でも「運搬終了日」は都度、選択 ( 入
力 ) してください。

5-15

９．マニフェスト照会
メニュー<マニフェスト照会>では、マニ
フェトの内容の抜粋と、各マニフェストの
状態がどの段階にあるのかリスト表示しま
す。
各種の期限が切れている場合は、薄赤
バック表示で「状態」にその旨表示されま
す。
照会画面は閲覧する機能だけです。入
力・登録・変更・削除はできません。

5-14

８．処分終了報告
　処分終了報告はＪＷＮＥＴの画面にて
行ってください。

　方法は通常のＪＷＮＥＴ処分終了報告と
同じです。
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10．電子マニフェストの変更・削除
左表は電子マニフェストの変更・削除の
標準的な役割分担を示したものです。
原則として、マニフェスト情報入力をさ
れる収集運搬業者が変更・削除の作業を行
います。
< マニフェスト照会 > で変更・削除しよ
うとするマニフェストの状態を確認し、作
業を進めてください。
清水建設作業所と処分業者は収集運搬業
者が変更・削除した内容について承認 ( 又は
否認 ) します。
処分業者は処分終了報告と同様、ＪＷＮＥ
Ｔの画面で承認します。

5-18

マニフェストの詳細情報の入力画面が表
示されます。
貴社が変更できるのは「排出日時」、「廃
棄物種類」、「排出量」、「荷姿」です。変更
するデータを入力（選択）し、< 登録 > ボ
タンをクリックして下さい。車両番号、ド
ライバー、引渡し担当者は、貴社が運搬終
了報告を取り消すと清水建設作業所で変更
が可能です。①
削除する場合は「削除」ボタンをクリッ
クして下さい。②
清水建設作業所で変更・削除した場合は、
貴社が承認することになります。
その場合は、メニュー < マニフェスト変
更承認 > から該当マニフェストデータの変
更・削除の承認を行ってください。
※処分業者はＪＷＮＥＴで承認を行って
下さい。
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11．変更・削除方法
< マニフェスト一覧 > の画面で変更する
マニフェストデータの「識別番号」をク
リックします。
※当システムとＪＷＮＥＴとはＥＤＩ　
　データ連携しており、どちらかのシス
　テムで操作を行えば、一定時間経過後、
　もう一方に自動的に反映されます。双
　方で同時に処理をした場合、エラーが
　発生する場合があります。
　当システムでマニフェストを変更・削
除した場合はＪＷＮＥＴで変更・削除を
行わないでください。
　又、ＪＷＮＥＴで変更・削除を行った場
合は、当システムでマニフェストを変更・
削除をしないでください。
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11-2.マニフェスト修正・削除の制約
　「確定情報」状態と４月14日を超えた前
年度の電子マニフェストはシステムで修
正・削除は出来なくなります。
　「確定情報」(全条件を満たす)
　●運搬終了、処分終了、最終処分終了の
　　すべての報告が行われている。
　●マニフェスト情報登録日より180日経過
　　している。
　●修正または取消の要請状態ではない。
　●最終更新日より10日以上経過。
　修正・削除する場合は各都道府県担当部
署と協議しますので、清水建設支店安全環
境部に連絡してください。
　よって、正確かつ確実な電子マニフェス
ト管理を行う必要があります。
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12．お知らせメール　他
　状況に応じて、清水建設ユーザー、処分
業者ユーザーに承認依頼メールが発信され
ます。左は清水建設ユーザーに対するメー
ルのリストです。
※処分終了報告まで完了したマニフェスト
の変更・削除は、処分業者によるＪＷＮ
ＥＴ画面での承認が必要です。処分業者
がＪＷＮＥＴで承認するまでは、「承認
依頼中」の状態になり清水建設作業所、
収集運搬業者とも何もできなくなりま
す。
※承認は依頼してから１０日間以内に行わ
ないと元の状態に戻りますので、処分業
者とよく連携をとって行ってください。
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